
平成２９年度 第４回  
全国健康保険協会熊本支部評議会 

開催日時：平成２９年１２月１３日（水）１４：００から１６：００ 
開催場所：全国健康保険協会熊本支部 ２階会議室 
    （熊本市中央区水前寺１丁目２０－２２水前寺センタービル２階） 
議題 
 １．平成３０年度の保険料率について 
 ２．インセンティブ制度について 
 ３．保険者機能強化アクションプラン 
 ４．平成３０年度事業計画の概要（案） 
 ５．その他（報告） 
   （１）．平成２９年度熊本支部の独自事業にかかる経費 
   （２）．協会けんぽ熊本支部の業務について 
   （３）．健康づくり推進協議会報告について 
   （４）．今後の運営委員会・支部評議会のスケジュール 

資料１ 
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議題１ 
 
平成３０年度の保険料率について 
＜支部評議会における主な意見＞ 
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１－１．協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ 
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全国一本の保険料率
（20年9月まで）

都道府県単位保険料率（20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例
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年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる。

Ａ県

（※）激変緩和措置は、医療に要する費用の適正化等に係る協会の取組の状況に応じて
平成36年３月31日までの間で政令で定める日（現時点では、激変緩和措置の期限は平成32年３月31日まで）

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。

○ 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほ
ど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。
○ 都道府県単位保険料率になることで、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置を講じる。
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１－２．平成29年度の都道府県単位保険料率 
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北海道 10.22％ 石川県 10.02％ 岡山県 10.15％

青森県 9.96％ 福井県 9.99％ 広島県 10.04％

岩手県 9.82％ 山梨県 10.04％ 山口県 10.11％

宮城県 9.97％ 長野県 9.76％ 徳島県 10.18％

秋田県 10.16％ 岐阜県 9.95％ 香川県 10.24％

山形県 9.99％ 静岡県 9.81％ 愛媛県 10.11％

福島県 9.85％ 愛知県 9.92％ 高知県 10.18％

茨城県 9.89％ 三重県 9.92％ 福岡県 10.19％

栃木県 9.94％ 滋賀県 9.92％ 佐賀県 10.47％

群馬県 9.93％ 京都府 9.99％ 長崎県 10.22％

埼玉県 9.87％ 大阪府 10.13％ 熊本県 10.14％

千葉県 9.89％ 兵庫県 10.06％ 大分県 10.17％

東京都 9.91％ 奈良県 10.00％ 宮崎県 9.97％

神奈川県 9.93％ 和歌山県 10.06％ 鹿児島県 10.13％

新潟県 9.69％ 鳥取県 9.99％ 沖縄県 9.95％

富山県 9.80％ 島根県 10.10％ ※ 全国平均では10.00％

○ 協会けんぽでは、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を反映した都道府県単位保険料率を設定。
○ 全国平均は10.00％であり、最高は佐賀県の10.47％、最低は新潟県の9.69％である。
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１－３．単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース） 
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単年度収支差
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○ 協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法
定準備金）として積み立てなければならないとされている（健康保険法160条の2）。

準備金残高

（6年度） （9年度） （12年度） （15年度） （20年度） （22年度） （27年度）
・食事療養費 ・患者負担2割 ・介護保険制度導入 ・患者負担3割、総報酬制へ移行 ・後期高齢者 ・国庫補助率 ・国庫補助率
制度の創設 医療制度導入 13.0％→16.4％ 16.4％

（4年度） （10年度） （14年度、16年度、18年度、20年度）
・国庫補助率 診療報酬・薬価等 診療報酬・薬価等のマイナス改定 （28年度）
16.4％→13.0％ のマイナス改定 診療報酬・薬価等

老人保健制度の対象 のマイナス改定
年齢引上げ（14年10月～）

8.2%
（H4.4月～）

8.5%
（H9.9月～）

8.2%
（H15.4月～）

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。

保険料率
8.4%

（見込）

9.34% 9.50 % 10.00 %
（H22年度） （ H23年度） （H24年度～）

1.9ヵ月分
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１－４．協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数） 
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１－５．平成３０年度の保険料率について＜支部評議会における主な意見＞ 

2017/9/14開催された全国健康保険協会運営委員会（第86回）後に開催された
47支部の評議会（2017/10/4～2017/11/6）の中で出された、平成３０年度
の保険料率についての主なご意見を集計 

【意見の概要】                   （）カッコの中は昨年の数値 

１．３０年度の平均保険料率について 

• ①  平均保険料率１０％を維持するべきという支部・・・・・・・・・・・・・・・・１４支部（１４支部） 

• ②  ①と③の両方の意見のある支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９支部（１９支部） 

• ③  引き下げるべきという支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４支部（１４支部） 

２．３０年度の激変緩和措置について 

• ①  激変緩和措置を早期に解消するべきという支部・・・・・・・・・・・・・・・・・０支部（ ２支部） 

• ①‘ ①と②の両方の意見のある支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１支部（ ６支部） 

• ②  激変緩和措置を計画的に解消するべきという支部・・・・・・・・・・・・・・・３５支部（２５支部） 

• ②‘ ②と③の両方の意見のある支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０支部（ ５支部） 

• ③  激変緩和措置の解消を可能な限り緩やかにするべきという支部・・・・・・・・・・８支部（ ７支部） 

• ④  「意見なし」、「その他」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３支部（ ２支部） 

３．保険料率の変更時期について 

• ①  ４月納付分からの改定が望ましい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５支部（４０支部） 

• ②  うち、その他の意見もある支部（再掲） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４支部（ ５支部） 

• ③  「意見なし」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２支部（ ２支部） 

7 
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１－６．平成３０年度の保険料率について＜熊本支部評議会における主な意見＞ 
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43熊本

意見者
（学識、事業主、被保険

者、評議会意見 ）

1. 平成30年度の平均保険料率についてどのように考えるか。
　賃金上昇率について、中小企業は上がってきているのではないか。今後１０年間の準備金残高のシミュレーションにおける賃
金上昇率０．６％は低い気がするが妥当なのか。シミュレーションの前提が悲観的な気がする。（熊本） 被保険者代表

　多少賃金が上がっても、保険料率が上がっていくため収入が増えている感覚がない。今後消費税１０％への増税も予測される
中、可処分所得が減ってきている。今後、保険料自体が上がるのをある程度抑え、安定した生活のためにも安定した健康保険料
率を希望する。（熊本）

被保険者代表

　長期的ではなくある程度短期的なシミュレーションにしてほしい。（熊本）
被保険者代表

　景気動向の見通しも立たない中、長いスパンで収支見通しを立てるのはいかがなものか。かと言って単年度は短か過ぎ、１０
年は長過ぎる。（熊本） 学識経験者

　景気など何が起こるかわからない情勢の中、１０年の収支見通しは長いと感じる。正解とは言えないが３～５年のスパンが見
通しとしてはよいのではないか。（熊本） 事業主代表

　賃金の伸びより医療費の伸びのほうが割と予想できる。これまで健康保険料率を平均１０％維持するためシミュレーションし
てきたが、１０％維持について情勢を大きく変える状況はないと思われる。（熊本） 学識経験者

　イザナギ景気越えと言われているが、０．４～０．６％は賃金の上昇とはいえない。一たび不測の事態が起これば賃金はすぐ
に下がる。景気動向が不透明な中、保険料率は高めに考えていくべきではないか。１か月分の法定準備金が適切とのことだが、
検証することは難しい。法定準備金は多めがよいのではないか。（熊本）

学識経験者

　景気変動も大きいなか、甘い見通しはせず、賃金・景気動向については、厳しく見るべきではないか。確たる見通しができな
いのであれば、安定的に運用する方向がよい。（熊本） 学識経験者

　平成３０年度以降の保険料率のあり方については、現在の１０％を維持していくことが望ましい。（熊本）
評議会意見

2. 平成30年度の激変緩和率についてどのように考えるか。
　政令で決まっているため従来どおり実施することでよいと思われる。（熊本）

評議会意見

3. 保険料率の変更時期について、平成30年4月納付分（3月分）からでよいか。
　平成３０年４月納付分（３月分）からで異論はない。（熊本）

評議会意見

4. その他

意見内容
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１－７．第86回運営委員会（平成29年9月14日）提出資料の修正について 

9 

○協会けんぽ（医療分）の平成２８年度決算を足元とした収支見通し（平
成２９年９月試算）では、医療費の伸びの前提として「従来ケース」と
「追加ケース」（平成２７、２８年度の実績から高額新薬の影響を除外）
の２通りを置いた上で、それぞれ、賃金の伸びの前提（３通り）、保険料
率の前提（５通り）の組合せで試算しています。 
○「従来ケース」の試算について誤りはありませんが、「追加ケース」の
試算において、平成３１年度以降の保険給付費に誤りがあり、約５００億
円過大となっていました。 
この誤っていた第８６回運営委員会提出資料について、第８８回運営委員
会で正しい資料に差し替えしております。 
 

資料１－１ 協会けんぽ（医療分）の平成２８年度決算を足元とした 
      収支見通し（平成２９年９月試算）について 
 
資料１－２ 協会けんぽ（医療分）の５年収支見通し（機械的計算） 
      （平成２９年度～３３年度）－平成２９年９月試算－ 
 
資料２   平成３０年度保険料率に関する論点について 
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議題２ 
 
インセンティブ制度について 
＜支部評議会における主な意見＞ 
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２－１．インセンティブ制度の概要 

11 

①評価指標・②評価指標ごとの重み付け
■ 特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、後発医薬品の使用割合などの評価指標
に基づき、支部ごとの実績を評価する。

■ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の
総得点とし全支部をランキング付けする。

③ 支部ごとのインセンティブの効かせ方について
■ 保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険
料率（平成29年度は全支部一律で2.10％）の中に、0.01％（※）を盛り込む。
（※）協会けんぽ各支部の実績は一定の範囲内に収斂している中で、新たな財源捻出の必要性から負担を求めるものであるため、保険

料率への影響を生じさせる範囲内で、加入者・ 事業主への納得感に十分配慮する観点から設定。

■ 制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。
平成30年度（平成32年度保険料率）：0.004％ ⇒ 平成31年度（平成33年度保険料率）：0.007％ ⇒
平成32年度（平成34年度保険料率）：0.01％

■ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部
ごとの得点数に応じた報奨金によって段階的な保険料率の引下げを行う。

【制度のイメージ】

医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金
に係る保険料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者
及び事業主の行動等を評価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。

制度趣旨

支部ごとのランキング ＜上位＞＜下位＞

インセンティブ分保険料率
（0.01％）

インセンティブ
（報奨金）

インセンティブ

財源負担

0
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２－２．インセンティブ制度の導入スケジュール 
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度

（
参
考
）
激
変
緩
和
措
置

インセンティブ
制度試行実施案

の検討 平成32年度
都道府県単位
保険料率決定

30年度の
実績評価

試行実施
※保険料率への
反映はなし

↓
上半期を目途に
実績を暫定集計

インセンティブ制度では、平成29年度から試行実施を行う（試行実施の段階では保険料率への反映はしない）。
平成30年度から本格実施し、その結果を平成32年度の都道府県単位保険料率に反映する。

激変緩和措置（平成31年度末まで）

平成32年度
都道府県単位
保険料率

※インセンティブ制度の
結果を反映

加入者等の行動変容

支部の取組

本格実施

本格実施に
向けた検討



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

２－３．インセンティブ制度の具体的な評価方法 １／２ 

13 

【具体的な評価方法】

○ 下表のとおり、評価指標及び実績の算出方法を定め、評価指標内では【】で記載した評価割合を用いて評価する（この

際、使用するデータは毎年度４月～３月までの分の実績値を用いることとする）。

○ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総得

点としランキング付けを行う。

○ 前年度からの実績値の伸びを評価する際には、以下のとおり支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績値）に占め

る割合を評価する。

対前年度伸び幅（率）

100％－当該支部の実績

１ 特定健診等の受診率（使用データ：４月～３月の受診者数（事業者健診については、同期間のデータ取り込み者数））

＜実績算出方法＞
自支部被保険者のうち生活習慣病予防健診を受診した者の数＋自支部被保険者のうち事業者健診データを取得した者の数＋
自支部被扶養者のうち特定健診を受診した者の数

自支部被保険者数＋自支部被扶養者数

① 特定健診等の受診率【60％】

② 特定健診等の受診率の対前年度上昇幅【20％】

③ 特定健診等の受診件数の対前年度上昇率【20％】

２ 特定保健指導の実施率（使用データ：４月～３月の特定保健指導最終評価終了者数）

＜実績算出方法＞
自支部加入者のうち特定保健指導実施者数（外部委託分を含む。）

自支部加入者のうち特定保健指導対象者数

① 特定保健指導の実施率【60％】

② 特定保健指導の実施率の対前年度上昇幅【20％】

③ 特定保健指導の実施件数の対前年度上昇率【20％】

※【】は評価指標内での評価割合

（％）

（％）
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３ 特定保健指導対象者の減少率（使用データ：前年度特定保健指導該当者であって４月～３月に健診を受けた者のうち、その結果
が特定保健指導非該当となった者の数）

＜実績算出方法＞
(Ａ)のうち、(前年度積極的支援→動機付け支援又は特保非該当者となった者の数)＋(前年度動機付け支援→特保非該当者となった者の数)

自支部加入者のうち、前年度特定保健指導該当者であって今年度健診を受けた者の数（Ａ）

４ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率（使用データ：４月～３月に受診勧奨を行った者のうち、受診勧奨か
ら３か月後までに医療機関を受診した者の数）

＜実績算出方法＞
（Ａ）のうち医療機関受診者数

自支部加入者のうち、本部からの受診勧奨送付者数（Ａ）

① 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率【50％】

② 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の対前年度上昇幅【50％】

5 後発医薬品の使用割合（使用データ：４月～３月の年度平均値）

＜実績算出方法＞
自支部加入者に対する後発医薬品の処方数量

後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量

① 後発医薬品の使用割合【50％】

② 後発医薬品の使用割合の対前年度上昇幅【50％】

※【】は評価指標内での評価割合

（％）

（％）

（％）
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２－４．インセンティブ制度について＜支部評議会における主な意見＞ １／４ 

2017/10/23開催された全国健康保険協会運営委員会（第87回）後に開催され
た47支部の評議会（2017/10/4～2017/11/6）の中で出された、インセン
ティブ制度についての主なご意見の概要 

【主な意見】 
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１．評価指標について 

（１）評価指標の設定のあり方等 
・評価指標には、健康経営や喫煙に関する事項等も追加できないか検討すべき。 
・実績値の伸びの評価方法として、伸びしろを踏まえることは良い方法である。 
・大都市を抱える大規模支部ほど健診及び保健指導の実施率が低い傾向にあり、単年度

の実績値よりも前年度からの実績値の伸びを大きく評価すべき。 
 
（２）支部ごとの規模や地域性等の考慮 
・大規模支部では加入者が増え続けており、評価指標にある健診実施率等を上げること

は困難。このため、評価指標ごとに調整係数のようなものを設定し、調整を図るべき
である。 
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２－４．インセンティブ制度について＜支部評議会における主な意見＞ ２／４ 

2017/10/23開催された全国健康保険協会運営委員会（第87回）後に開催され
た47支部の評議会（2017/10/4～2017/11/6）の中で出された、インセン
ティブ制度についての主なご意見の概要 

【主な意見】 
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２．評価指標ごとの重み付けについて 

・指標ごとで同じ配点ではなく、それぞれに重み付けをすべき。 
・提案どおりで差支えないが、見直しが必要となれば、速やかに対応を行っていただき

たい。 
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２－４．インセンティブ制度について＜支部評議会における主な意見＞ ３／４ 

2017/10/23開催された全国健康保険協会運営委員会（第87回）後に開催され
た47支部の評議会（2017/10/4～2017/11/6）の中で出された、インセン
ティブ制度についての主なご意見の概要 

【主な意見】 
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３．支部ごとのインセンティブの効かせ方について 

（１）インセンティブ分保険料率（0.01％） 
・0.01％は保険料率へ影響を与える範囲内で、最も低く抑えたものであると理解でき、

制度導入時としては妥当。 
・自らは健診受診率の向上へ努力している一方、他の加入者がそうでないためにインセ

ンティブを得られない可能性もあることから、財源分の負担はできるだけ小さくして
欲しい。 

・加入者・事業主の行動変容を促すのであれば、0.01％ではインセンティブが働かない
のではないか。 

 
（２）インセンティブ分保険料率を３年間で段階的に導入することについて 
・インセンティブ保険料率を３年間で段階的に導入することは妥当。 
・平成30年度のインセンティブ保険料率の0.004％では、インセンティブとしての効果が

弱いことから、最初から0.01％であれば頑張った甲斐があったと実感できるようにな
るのではないか。 
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２－４．インセンティブ制度について＜支部評議会における主な意見＞ ４／４ 

2017/10/23開催された全国健康保険協会運営委員会（第87回）後に開催され
た47支部の評議会（2017/10/4～2017/11/6）の中で出された、インセン
ティブ制度についての主なご意見の概要 

【主な意見】 
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４．その他 

・全支部に公平にチャンスを与え、協会けんぽ全体の数字を上げるためには、支部を２
から３つのグループに分けて評価を行うべき。 

・本当の意味でのインセンティブとするのであれば、加入者・事業主から原資を求める
のではなく、国からの予算や法定準備金を活用すべきである。 

・インセンティブの使い途として、健診の費用補助などに活用させてはどうか。 
・各評価指標について、実施率の低い事業所や地域単位で結果を公表していくべき。 
・インセンティブ制度が加入者の行動変容につながるように、制度趣旨を十分に周知し

たうえで実施すべきである。 
・協会にインセンティブ制度を導入することがおかしい。協会内だけで財源を負担して

競わせ、ペナルティを課す仕組みで本当に良いのか。 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

２－５．インセンティブ制度について＜熊本支部評議会における主な意見＞１／２ 
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43熊本

意見者
（学識、事業主、被保険者、評議

会意見、支部長意見 ）

１．①評価指標【実績の算出に使用するデータの範囲、実績値の伸びの評価方法等】、②評価指標ごとの重み付けにつ
いて
　指標に基づいた成果が出てくるのはいつ頃になるのか。今後保険料率が下がっても医療費が減少しないという状況になったら
どうするのか。ただ支部間で競争するだけの制度になりはしないか。指標に特定健診受診率があるのはよいが、健診受診率がど
れほど医療費の減少につながるか分からない。指標のあり方そのものに問題があるのではないか。（熊本）

被保険者代表

　直接医療費につながるのは、ジェネリック医薬品の使用割合くらい。特定保健指導に要する費用と医療費減少とのつながりを
考えると、非常に長いスパンで見なければ結果は出てこないのではないか。（熊本） 学識経験者

　インセンティブ制度自体は好きではない。指標の内容云々ではなく、取り組むことで健康で長生きするための手法であると考
えるとそんなに悪くない制度である。ただ、支部間の競争だけが先走るとよくないのではないか。健康意識を高めて「健康で長
生きするため」という側面がもっと表立って出れば問題ないのではないか。（熊本）

事業主代表

　長生きすればするほど、医療費が上がるリスクもあるため、医療費の面から考えると制度の目的が分からなくなる。競わせる
ことが目的というわけではないはず。（熊本） 被保険者代表

　どれだけ頑張ればどれだけの効果が得られるのかが不透明。（熊本）
学識経験者

　制度については賛成。特定健診やジェネリック医薬品については数字を出して積極的に公表し支部間で競争するべきではない
か。（熊本） 事業主代表

　都市部は結果が出にくいのではないか。地方ではインセンティブを取りにいく動きになる感じがする。（熊本）
学識経験者

　４７都道府県で地域それぞれの特性があり、１００％公平な評価指標はあり得ない中、「実績値」だけではなく、「前年度か
らの実績値の伸び」の評価方法について、「各支部の伸びしろ」を分母としたこと、また、「実施件数の対前年度上昇率」など
により支部間の不公平感を少しでも稀薄にしようとしていることは１歩前進と考える。しかしながら、各評価指標ごとの重み付
けについては、医療費の減少に直接つながる４番（要治療者の医療機関受診率）と５番（後発医薬品の使用割合）の指標につい
て特に高く設定したほうが加入者の行動変容につながるのではないか。５番の指標については、数量ベースだけではなく金額
ベースも反映することを検討していただきたい。（熊本）

支部長意見

２．③支部ごとのインセンティブの効かせ方について【インセンティブ保険料率0.01％（平成30年度0004％→平成31
年度0.007％→平成32年度0.01％）等】
 　協会内での加減算であり、加入者に新たな財源負担を強いることから導入時においての保険料率は小さい方が望ましいが、
今後、インセンティブとして機能するか検証が必要と考える。（熊本） 支部長意見

意見内容



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

２－５．インセンティブ制度について＜熊本支部評議会における主な意見＞２／２ 

20 

43熊本

意見者
（学識、事業主、被保険者、評議

会意見、支部長意見 ）

３．その他

　個人個人に制度を周知していかないと意味がない。広報活動をすすめていくべき。（熊本）
事業主代表

　例えばお菓子１個でもジュース１本でもよいから、個人が頑張った分が個人に直接還ってくる仕組みであれば、実践しようと
いう気持ちが起きるのではないか。（熊本） 事業主代表

　支部単位ではなく、個人にもインセンティブがあるという手法もひとつの考え方ではないか。（熊本）
学識経験者

　今後、加入者・事業主の当事者意識の醸成が課題である。保険者が取り組みを実施しているか否かといった指標ではなく、加
入者や事業主の行動の中で評価できるものを指標として選定したものであり、加入者・事業主等個人個人への制度周知が重要と
なってくると同時に、個人個人に対するインセンティブ問題が出てくることも視野に入れておく必要がある。（熊本） 支部長意見

意見内容
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議題３ 
 
保険者機能強化アクションプラン 
（第３期） 
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協会の基本理念

保険者として、健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の皆様の健康増
進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加
入者及び事業主の皆様の利益の実現を図ることを基本使命としています。

基 本
コンセプト

○ 加入者及び事業主の皆様の意見に基づく自主自律の運営
○ 加入者及び事業主の皆様の信頼が得られる公正で効率的な運営
○ 加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供
○ 被用者保険の受け皿としての健全な財政運営

保険者機能の実施

協会の基本理念の実現
（＝保険者が果たしている（果たすべき）役割・機能の実現）

戦略的な機能

○ 医療の質や効率性向上のため
の医療提供体制への働きかけ

○ 保健事業等を通じた加入者の
健康管理、健康増進

○ 広報活動による加入者への
医療情報の提供、疾病予防

基盤的な機能

○ 加入者の加入手続きと
資格管理、加入者サービス

○ 保険給付額等に見合った
保険料の設定、徴収

○ レセプトと現金給付の
審査及び支払

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上

Ⅱ 加入者の健康度を高めること

Ⅲ 医療費等の適正化

H27年度～

○ 医療保険制度改革による
国庫補助率16.4％の恒久化等

○ 業務・システムの刷新

運営に対するPDCAサイクル

アクションプランを通じて実現すべき目標

Plan
計画の策定

目標指標の設定

Do
施策の実施

Action
課題の解決に向け
た検討・見直し

Check
実施状況の

分析・課題把握

実施期間

○ 期間については平成29年度まで
の３年間を想定。

○ 定期的に実施状況の確認を行う。

アクションプラン
策定による

戦略的な機能の強化
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 アクションプランを通じて実現すべき目標として、Ⅰ医療の質や効率性の向上、Ⅱ加入者の健康度を高めること、Ⅲ医療
費の適正化の３つを掲げ、これらの目標を達成するための基盤強化を加え、それぞれについて、目指すべき姿と支部及
び本部の具体的な施策を位置づけ。

 計画期間は平成29年度までの３年間を想定し、平成27年10月に策定。

＜保険者機能強化アクションプラン（第３期）における具体的施策＞

保険者機能強化アクションプラン（第３期）について

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 Ⅱ 加入者の健康度を高めること Ⅲ 医療費等の適正化

主
な
具
体
的
施
策

 医療等の質や効率性の向上のため

の調査研究等

 意見発信及び政策提言に必要とな

る加入者・事業主への情報提供

 医療・介護の情報に基づく意見発

信及び政策提言

 データヘルス計画の実現

 データ分析による効果的な保健事業の実施

 特定健康診査・特定保健指導の着実な実施

 事業所における健康づくりを通じた健康増進

 重症化予防等の先進的な取組の実施

 国や関係機関と連携した保険事業の推進

 ジェネリック医薬品の使用促進

 レセプト、現金給付等の審査強化

 医療機関の適切な利用を促す広

報活動

 各種審議会での意見発信

Ⅳ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの目標を達成するための基盤強化

■ 人材育成等による組織力の強化 ■ 調査研究に関する環境整備

■ 加入者事業主との双方向のコミュニケーション ■ 外部有識者との協力連携

■ パイロット事業の積極的な実施と全国展開
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【検証の目的】
保険者機能強化アクションプラン（第３期）に基づく取組を着実に実行し、PDCAサイクルによって取組の改善につなげ

ていく観点から、平成28年７月の運営委員会において了承された検証方法（以下「検証方法」という。）も踏まえ、施策
の実施状況や目標の達成状況、今後の課題等について検証する。

【具体的な検証方法】
 検証方法においては、個別の施策とアウトカム（成果）の因果関係について、可能な限りロジックモデルによる構造化を

行い、「実施状況」、「アウトプット（結果）」、「アウトカム（成果）」の３段階に分けて整理した。

 具体的な検証方法は、次に示す手順のとおり。

検証の目的と具体的な検証方法

実施状況 目標ごとに設定した施策の実施状況を示す項目

アウトプット（結果） 施策の実施により、どのような結果が出たのか検証するための項目

アウトカム（成果） 施策の実施により、どの程度の効果をもたらしたのか検証するための項目

ステップ１ 実施状況の集計
アクションプランの施策ごとに、本部・支部それぞれの指標に関する実績値を
集計。

ステップ２ 関係性の分析
ステップ１の集計結果に基づき、施策がアウトプット（結果）及びアウトカム
（成果）に与えた影響などの関係性を分析した。

ステップ３ 施策の評価
ステップ２の多角的な分析結果を踏まえ、施策の取組状況に係る考察や次
期アクションプランに向けた取組の方向性等について整理。
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検証結果のポイント

 地域の医療動向等の収集や調査研究、そのアウトプットとしての学会発表などが活発に行われた。
 加入者・事業主への情報提供については、ホームページのアクセス数が増加しており、今後は加入者や事業主

が必要とする情報を把握し計画的に発信していくことが必要。
 外部への意見発信については、会議体への参画が進む一方、今後は発言機会の拡大や、データに基づく効果

的な発言を行うことが必要。

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上

 全支部でデータヘルス計画を作成し、PDCAを意識した取組を実施しているが、依然として特定健診や特定保
健指導の目標値は達成できていない。このため、まずは支部ごとの阻害要因を見える化し、それに基づいて取組
の優先順位を付けた上で、マンパワーを重点配分していくことが必要。

 また、事業者健診データの取得については、制度上の課題や事業主との連携の強化が必要となることから、制
度見直しを含めた国への働きかけを行う必要がある。

 健康宣言事業所は大幅に増加し、日本健康会議における目標値も前倒しで達成。今後は取組の標準化を
進めるとともに、加入者・事業主の健康度の改善に資するようなデータを提供していく必要がある。

 重症化予防の取組については、かかりつけ医と連携した糖尿病の重症化予防も含め、全国的に実施する予定
である。今後は、専門医と連携した糖尿病の重症化予防など、取組を更に深化していく必要がある。

Ⅱ 加入者の健康度を高めること

 ジェネリック医薬品の使用促進については、使用割合が70.6％と大幅に向上。引き続きジェネリックカルテも活
用し、支部ごとの阻害要因を踏まえた対策を講じていく必要がある。

 柔整療養費の適正化やレセプト点検の強化による効果は上昇しており、更なる効率化等が求められる。

Ⅲ 医療費の適正化

 OJTを中心に各種研修を組み合わせて効果的な人材育成を図っており、継続的な取組が求められる。
 パイロット事業の件数も増加しており、速やかに効果検証を行い、スピード感をもって全国展開を進めるべき。

Ⅳ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの目標を達成するための基盤強化
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議題３ 
 
保険者機能強化アクションプラン 
（第４期）（案） 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

３－３．保険者機能強化アクションプラン（第４期）の概要（案） 
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保険者機能強化アクションプランは、協会けんぽの行動計画としての位置づけであり、それを着実に実行することにより、以下の協
会けんぽの基本理念をこれまで以上に実現していくものである。

【基本使命】
保険者として、健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の皆様の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受
できるようにし、もって加入者及び事業主の皆様の利益の実現を図る。

【基本コンセプト】 ■ 加入者及び事業主の皆様の意見に基づく自主自律の運営
■ 加入者及び事業主の皆様の信頼が得られる公正で効率的な運営
■ 加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供
■ 被用者保険のセーフティネットとしての健全な財政運営

保険者機能強化アクションプランの目指すもの

第３期の検証を踏まえた見直し

第３期では、アクションプランを
通じて実現すべき３つの目標を
設定したが、取組相互の関連性
が高く、重複する取組が多かった

第４期では、保険者機能
を二つに分類、それに協会け
んぽの基盤整備たる組織体
制の強化を加えて基本方針
とし、取組の重複を整理

基本方針の整理

これまで、アクションプラン→事
業計画→事業報告→業績評
価というPDCAサイクルの流れが
必ずしも明確でなかった

PDCAサイクルの明確化

第３期の検証指標は、取組を
体系化したロジックツリーを用いて、
施策からアウトプットまでの因果
関係の分析を試みた

第４期では、ロジックツリー
を意識しつつ、項目ごとに単
一のKPIを設定し、かつ定
量的な目標とすることにより、
取組の達成状況を見える化

シンプルなKPIの設定

第４期では、アクションプラ
ンと毎年の事業計画のKPI
（※）を連動させ、それを毎
年評価し改善していくことによ
り、PDCAサイクルを明確化
※KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）
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● 協会けんぽの役割等について、 ①基盤的保険者機能、②戦略的保険者機能、③組織体制の強化の３つに分類した上で、
それぞれ目指すべき方向を定める。

● その上で、分野ごとに具体的取組を定めるとともに、定量的KPIを設定して進捗状況を評価する。

医療提供側（医療機関等）
受診

診療・投薬

加入者・事業主

■ 地域医療への意見発信
■ 制度改善に向けた提案

■ 健診・保健指導の実施
■ ジェネリック使用促進
■ コラボヘルス 等

協会けんぽ

■ レセプト再審査・支払 ■ 現金給付の審査・支払

基本的考え方

■ 人材育成による組織力の強化
■ 不断の業務改革やコスト削減に向けた取組

①基盤的保険者機能
【目指すべき方向】 レセプトや現金給付の審査・支払を適正かつ効率的に行うことにより、
加入者に良質なサービスを確実に提供する。同時に、不正受給対策などによる医療費の
適正化を通じて、協会けんぽの財政を含めた制度の維持可能性を確保する。

②戦略的保険者機能
【目指すべき方向】 事業主とも連携して、加入者の健康の維持・増進を図るこ
と、地域の医療提供体制の在り方にも積極的に関与すること、効率的かつ
無駄のないサービスが提供されるよう働きかけを行うこと等により、医療等の質
や効率性の向上、加入者の健康度を高めること、医療費等の適正化を目
指し、もって加入者・事業主の利益の実現を図っていく。

③組織体制の強化
【目指すべき方向】 基盤的保険者機能と戦略的保険者機能の本格的な発揮を確実なものと
するため、人材育成による組織力の強化を図るとともに、標準人員に基づく人的資源の最適
配分や支部業績評価による協会けんぽ全体での取組の底上げなど、組織基盤を強化していく。
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● 協会けんぽでは、これまでも保険者機能強化アクションプランや事業計画に基づく事業運営を行い、その評価を次のアクショ
ンプランや事業計画に反映させてきたが、必ずしもそうした関係性が明らかになっていなかった。

● このため、平成30年度以降は以下のとおり、保険者機能強化アクションプランを中期計画と明確に位置付けてKPIを設定
するととともに、それを踏まえた事業計画の策定や評価を通じた改善を行うことにより、PDCAサイクルを強化する。

平成30年度 平成31年度 平成32年度

保険者機能強化
アクションプラン
（第４期）

事業計画

事業報告書

業績評価検討会
（厚生労働省）

■単年度の事業計画

■協会けんぽの３か年の中期的な運営方針

プラン終了時（３年後）
を見据えたKPI設定

■単年度の事業計画 ■単年度の事業計画

単年度のKPI設定 単年度のKPI設定 単年度のKPI設定

Plan

KPIの達成状況
について検証

Do

事業報告の内容を
中心とした第三者
評価

Check

KPIの達成状況
について検証

Action 事業報告の内容を
中心とした第三者
評価

プ
ラ
ン
期
間
全
体
の
評
価

評価結果を
事業計画

に反映して改善
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【具体的な施策】

・ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 ・ 支部業績評価の本格実施に向けた検討

（３）組織体制の強化関係

【具体的な施策】

・ 現金給付の適正化の推進、効果的なレセプト点検の推進 ・ 返納金債権発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推進

・ オンライン資格確認の導入に向けた対応

（１）基盤的保険者機能関係

【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 ※第３期アクションプランの目標と同一

Ⅰ 医療等の質や効率性の向上
Ⅱ 加入者の健康度を高めること
Ⅲ 医療費等の適正化

【具体的な施策】

・ ビッグデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供 ＜I、Ⅱ、Ⅲ＞

・ データ分析に基づいた第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 ＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞

（特定健診受診率、事業者健診データ取得率、特定保健指導実施率の向上、重症化予防対策の推進、健康経営（コラボヘルス）の推進）

・ ジェネリック医薬品の使用促進 ＜Ⅰ、Ⅲ＞ ・ インセンティブ制度の本格導入 ＜Ⅱ、Ⅲ＞

・ 医療費データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ ＜Ⅰ＞

（２）戦略的保険者機能関係

【運営方針】 ※第３期アクションプランの目標 「Ⅲ．医療費等の適正化」を実現する

適正かつ効率的な給付業務の励行と不正受給対策の徹底を図るため、業務の標準化・効率化・簡素化を推進し、生産性の向上を目指す。

【運営方針】
データを活用したエビデンスに基づく取組を推進するため、保健事業実施計画（データヘルス計画）（第２期）の着実な実施や、個人や事
業所単位での健康度の「見える化」を行う。同時に、そうした分析に基づく効果的な意見発信を行う。

【運営方針】
OJTを中心とした人材育成の強化を図るとともに、人事評価制度や支部業績評価の本格実施により、協会けんぽのパフォーマンスの底上げを図る。
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議題４ 
 
平成３０年度事業計画の概要（案） 
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【運営方針】
基盤的保険者機能を盤石なものとするため、現金給付等の業務の標準化・簡素化・効率化を徹底する。併せて、日々の
業務量の多寡や優先度に応じて柔軟な業務処理体制を構築することにより、業務の生産性の向上を目指す。

【主な重点施策】
●現金給付の適正化の推進、効果的なレセプト点検の推進
・現金給付を受給するためだけの資格取得が疑われる申請の重点審査
・システムを活用した効果的なレセプト点検の推進

●新規返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推進
・資格喪失処理後、すみやかな保険証返納回収の徹底
・債権の早期回収と、保険者間調整及び法的手続きによる返納金債権回収率の向上

●オンライン資格確認の導入に向けた対応
・システム改修に係る費用対効果の検証やより効果を高めるための工夫の検討

（１）基盤的保険者機能

 平成30年度からは、保険者機能強化アクションプラン（第4期）がスタートし、同プランの中では、アクションプランでは3年
後を見据えたKPIを定め、事業計画では、それを単年度の進捗に置き換えるとされている。

 このため、本事業計画では、アクションプランの項目ごとに主な重点施策とKPIを定めることとするが、事業計画もアクションプ
ランと同様に協会の行動計画であり、その着実な実施により協会けんぽの基本理念を実現していくものである。

 また、平成30年度は地域医療構想を盛り込んだ新たな医療計画等や、協会けんぽにおいても第4期アクションプランや第2
期保健事業実施計画（データヘルス計画）がスタートする大きな節目の年であり、取組を軌道に乗せるためにも重要な節
目の年となる。

平成３０年度事業計画のコンセプト
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【運営方針】
戦略的保険者機能の発揮をより確実なものとするため、地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議等に
おいて客観的データ（エビデンス）に基づく効果的な意見発信を行う。また、第４期保険者機能強化アクションプラン、
第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく取組を着実に実施するとともに、ビックデータの活用やPHRなどの
導入に向けて、将来を見据えた戦略的な対応を検討する。

【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】
Ⅰ 医療等の質や効率性の向上
Ⅱ 加入者の健康度を高めること
Ⅲ 医療費等の適正化

【主な重点施策】
●ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供 ＜I、Ⅱ、Ⅲ＞
・事業所単位での健康・医療データの提供に係るツールの標準化に向けた有識者検討会の実施
・個人単位の健康・医療データの提供に係る先行実施の検討

●データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 ＜Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ＞
・支部ごとの加入者の健康・医療データをまとめた支部別スコアリングレポートの導入
・特定健診受診率が低迷している支部の底上げを図るための調査研究
・健診当日に特定保健指導の初回面談ができるよう健診機関への働きかけ
・新たな特定保健指導の手法の検討
・健康宣言事業の基準の標準化に向けた検討、宣言事業所へのフォローアップ体制の強化

（２）戦略的保険者機能
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【運営方針】
保険者機能の基盤となる組織体制について、標準人員に基づき人的資源の最適配分を行うとともに、OJTを中心に据え
た各種研修の充実により、自ら育ち組織を変えていける人材を育成する。

【主な重点施策】
●ＯＪＴを中心とした人材育成
・ＯＪＴを中心とした効果的な研修の組み合わせによる組織基盤の底上げ
・戦略的保険者機能の更なる発揮に向けた人材育成の仕組みについての検討

（３）組織体制の強化



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

35 

その他（報告） 
 
（１）．平成２９年度熊本支部の 
    独自事業にかかる経費 
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2017/1/18開催された全国健康保険協会熊本支部評議会（平成28年度 第5回）
の中でお示しした平成２９年度支部事業計画及び予算（特別計上）のうち、 
広報・意見発信経費の一部を変更するもの。 

【変更前】 

広報・意見発信経費（支部予算枠を超過する部分が特別計上分となる） 

事業名 内容 経費(千円) 

２ 
（継続）地元紙を活用した 
    健康経営の浸透 

地元紙にヘルスター健康宣言事業についての 
ＰＲを掲載する広告費 

2,269 

【変更後】 

広報・意見発信経費（支部予算枠を超過する部分が特別計上分となる） 

事業名 内容 経費(千円) 

２ 
（継続）地元メディアを活用した 
    健康経営の浸透 

地元メディアでヘルスター健康宣言事業についての 
ＰＲを実施する広告費 

2,269 
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その他（報告） 
 
（２）．協会けんぽ熊本支部の業務について 
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（２）－１．協会けんぽの業務 ～加入者・事業主の利益と健康増進を目指します～ 

加入者の 

資格管理 

レセプトと 

現金給付の審査 

及び支払 

保険給付額等 

に見合った 

保険料の設定 

統計情報や 

健康情報などの 

広報活動 

医療の質や 

効率性向上のため 

の意見発信 

保健事業を 

通じた加入者の 

健康管理・健康増進 

加入や脱退に合わせ保険証
の発行や回収を行います。 

健診の推進や加入者の健
康支援、データヘルス計
画を実施しています。 

調査研究の推進、ジェネ
リック医薬品の使用促進
等を行っています。 

効果的なレセプト点検、
現金支給の審査強化など
を行います。 

的確な財政運営と、都道
府県別の保険料率を設定
しています。 

ホームページ運営、印刷物
発行及び配布を行います。 

協会けんぽの 
業務 

38 
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（２）－２．協会けんぽ熊本支部各グループの業務について 
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グループ 業務内容 

企画総務 
事業計画の策定をはじめ、保険運営の企画、広報、データ収集に
基づく医療費分析、組織の運営、人材育成、経費削減の推進など 

保健 
生活習慣病予防健診、特定健診、特定保健指導、健診・保健指導
に関する企画調整、健康づくり事業など 

業務 
健康保険給付申請の相談や審査支払、健康保険証の発行、退職後
の任意継続健康保険、熊本地震に係る免除・還付対応など 

レセプト 
診療報酬明細書（レセプト）の資格点検・外傷点検・内容点検、
医療費情報のお知らせ、第三者行為に係る求償、債権管理など 
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（２）－３．協会けんぽ熊本支部各グループの業務説明スケジュール 
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グループ 
５月 

評議会 
７月 

評議会 
１１月 
評議会 

１２月 
評議会 

１月 
評議会 

３月 
評議会 

企画総務 ○ ○ 

保健 ○ 
健康づく
り推進協
議会報告 

○ 

業務 ○ 

レセプト ○ ○ 

変 

更 
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（２）－４．保険料率の仕組みとレセプトグループの業務の関係性 
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１号保険料率 
（支部ごとの医療費

に係る部分） 

２号保険料率 
（全国一律の部分） 

３号保険料率 
（精算部分） 

【平成29年10月現在加入者】 被保険者 376,309人 被扶養者 254,890人 合計 631,199人 
 
【医療機関】 医科：約1,400 歯科：約880 薬局：約820 合計：3,100機関 
 
【レセプト枚数】 月に 約64万枚 
 
【現物給付費】  月に 約78億円 

点検効果額 債権回収額 
インセン

ティブ制度 

都道府県単位保険料率 

点検効果額・債権回収額を高めることが、保険料率引き下げにつながる 保険料率設定の仕組み 

次回評議会で説明します 
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（２）－５．統計資料 
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【レセプト受付枚数】 

【震災レセプト受付枚数】※診療月の2か月後に協会受付 

Ｈ29  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

医科 361,952 375,770 334,513 361,239 357,623 352,273 349,178 355,366         2,847,914 

歯科 74,915 80,064 73,529 74,755 80,862 81,038 83,270 80,420         628,853 

調剤 211,437 221,273 195,526 211,137 202,792 196,964 195,319 203,215         1,637,663 

訪問看護 293 292 289 307 314 328 312 340         1,495 

総計 648,597 677,399 603,857 647,438 641,591 630,603 628,079 639,341 0 0 0 0 3,218,882 

Ｈ28 650,488 669,119 550,094 573,953 592,393 616,383 612,116 596,987 631,776 645,991 665,518 662,198 7,467,016 

受付 

年月 
28.6月 28.7 28.8 28.9 28.10 28.11 28.12 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 29.11 

 合計 398 3,247 8,615 17,998 23,535 32,215 31,626 39,349 42,963 46,734 53,602 46,557 45,804 50,369 51,762 52,148 53,856 66,841 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

H29 7,288,196 7,661,224 7,899,021 7,769,987 7,822,169 0 0 0 0 0 0 0 38,440,598 

H28 6,322,919 6,649,831 7,106,376 7,288,059 7,397,260 7,102,031 7,465,138 7,316,618 7,623,022 7,483,009 7,560,242 8,113,306 87,427,811 

【現物給付費】 単位：千円 
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（２）－６．レセプト審査業務について 
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（２）－７．平成29年度事業計画＿レセプトグループ 
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効果額 
Ｈ28年
度実績 

Ｈ29年度
目標 

Ｈ29年上期 
(速報値） 

全国順位 
（47支部） 

資格点検 1,414円 1,415円 728円 14位 

外傷点検 253円 268円 215円 2位 

内容点検 107円 138円 46円 39位 

○効果的なレセプト点検の推進 

  １．資格点検は、計画的な医療機関照会等を実施し、的確な返納処理を行う。 
 ２．外傷点検は、業務上及び第三者行為に該当するレセプトをシステムから効率的に抽出を行い、特に交通事故等が 
   原因による損害賠償金債権は損害保険会社等に対して早期に折衝を図り確実な債権回収を行う。 
 ３．内容点検は、点検効果向上計画を引き続き策定・実施し、点検効果額の向上を目指す。具体的には、自動点検等 
   システムを活用した効率的な点検を充実させるとともに、点検員のスキルアップを図るために、査定事例の勉強 
   会等を実施する。また、内容点検の一部を外部委託し、支部が行う内容点検を充実させるとともに点検業者のノ 
   ウハウを取得し活用することでより一層の点検効果額の向上を目指す。 
 ４．加入者の健康保持増進及び医療費適正化のため、多受診者に対し適正受診指導を実施する。 

加入者一人当たり効果額 目標と状況 

11月 １2月 １月

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

シ
ス
テ
ム
ス
ケ

ジ

ュ
ー

ル

Ｃ
Ｄ
受
け
入
れ

レ

セ
プ

ト

デ
ー

タ
化

委

託

再
審
査
結
果
取
込

再
審
査
結
果
確
認

月
次

外
注
化
抽
出
条
件
設
定

外
注
化
抽
出
条
件
設
定

天
皇
誕
生
日

元
旦

資
格

外
傷

自
動
点
検

等

× 実
行
指
示

× × ×

入
院

突
合

基
金
・

勉
強
会
等

マ
ス
タ
検
討
会

勉
強
会
意
見
〆

基
金
事
例
〆

Ａ
Ｍ
勉
強
会

（
1

1

:
0

0

）

基
金

協

議
事

前
打

合

（
1

5

：
0

0

）

　
　

基

金
協

議

　
情

報

誌
意

見
〆

　
集

計

表
・

意
見

・

マ
ス
タ
検
討
会

審
査

医
師

調
剤

歯
科

歯
科

医
科

月

10月受付

10月受付

10月受付

9月受付分フリー

9月受付

重
複
・
実
日
数
誤

（
1
0
月
受
付
）

９月受

11月受付分

11月受付分

点検スケジュール例 

（平均加入者628,148人） 
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（２）－８．医療費のお知らせについて 

45 

 平成２９年度税制改正により、所得税等の確定申告において、従来の医療費等の領収書に代わり、
医療保険者（協会けんぽ）が発行する「医療費のお知らせ」が使用できるようになりました。 

  ついに！「医療費のお知らせ」が 
   「所得税等の確定申告（医療費控除）」に・・・！！ 

「医療費のお知らせ」 
イメージ 

医療費控除見込額 

新たに医療費控除見込額
が記載されます 

お問い合わせ先：確定申告（医療費控除）について・・・税務署 
            「医療費のお知らせ」について・・・レセプトグループ 096-340-0263 

◆送付時期：平成３０年２月中旬以降順次送付 

◆送付先：事業主様宛て 
    ※お手数ですが、被保険者様へお渡しください。   
 
◆対象期間：主に平成２８年１０月～平成２９年１０月      

までに医療機関等で受診された分（一部例外あり） 

 
 ◆１１～１２月受診分は「医療費のお知らせ」には記載されま

せん。（医療費データが医療機関等から協会けんぽへ届くまで
３か月以上かかるため）。記載されていないものについては、
医療機関等からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書
を申告書に追加して添付してください。 

◆熊本地震により一部負担金の免除または還付を受けている場
合、高額療養費の払い戻しを受けている場合、公費や自治体の
医療費助成を受けている場合などについては、実際の自己負担
額が「医療費のお知らせ」へ反映されていませんので、申告者
ご自身が実際に負担された額を申告していただくことになりま
す。 

 

※詳細は「医療費のお知らせ」裏面をご確認ください。 
※ご不明な点は下記お問い合わせ先にご確認ください。 

注 

「医療費のお知らせ」についての広報イメージ 
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その他（報告） 
 
（３）．健康づくり推進協議会報告について 
 
     資料２参照 
     資料集（抜粋）参照 
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47 

その他（報告） 
 
（４）．今後の運営委員会・支部評議会の 
    スケジュール 
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（４）．今後の運営委員会・支部評議会のスケジュール（現時点での見込み） 
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9月 10月 11月 12月 1月 2～3月

運営委員会

支部評議会

国・その他
政府予算案
閣議決定

激変緩和率
の提示

保険料率の
認可等

事業計画、
予算の認可等

9/14 (12/26)12/1911/2810/23 下旬

平均保険料率 都道府県単位
保険料率

予算（Ｈ30年度）

都道府県単位
保険料率

支部の事業計画（Ｈ30年度）

支部の予算（Ｈ30年度、特別計上分）

事業計画（Ｈ30年度）

診療報酬・介護報酬改定、制度見直し検討（支払基金改革等）

アクションプラン（第三期の検証と第四期の検討）

下旬

（
保

険

料

率

の

広

報

等

）

保険料率

インセンティブ

インセンティブ制度（健保組合等の検討状況を踏まえつつ検討）


